
消費税軽減税率対策窓口相談等事業 

年末調整実務セミナーのご案内 
 

 年末調整は、１年間の従業員の所得を確定し、その所得に応じた１年間の所得税額を確定し、

精算する所得税法上の手続きです。平成２９年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別

控除の見直しが行われています。（平成 30 年から適用） 

 また、社会保障の税の一体改革の下、消費税引上げに伴い、平成３１年１０月から「酒類・

外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週 2 回以上発行される新聞」を対象に消

費税の「軽減税率制度」が実施される予定です。 

本セミナーでは、税制改正のポイントと年末調整の実務、併せて消費税の軽減税率制度につい

て、わかりやすく丁寧に解説します。是非、この機会にご参加ください。 

■日 時 平成２９年１２月１３日（水）１０:００～１２：００ 

■会 場 和泉商工会議所 ２Ｆ 会議室 

       （和泉市テクノステージ 3-1-10） 

■講 師 株式会社ＴＭＹつゆぐち会計事務所  

        大橋 勇公 氏･池田 敏郎 氏 

■内 容 ・消費税軽減税率制度 

      ・年末調整の流れと実務 

         ・配偶者控除・配偶者特別控除の見直し（平成３０年から適用） 

       ・質疑応答 

■受講料 無料  ■定員 20 名 

■申込先 下記申込書をご記入の上、ＦＡＸまたはお電話にてお申込みください。 

■問合先 和泉商工会議所 総務課   

ＴＥＬ：0725-53-0320 ＦＡＸ：0725-53-5959 

   

FAX:０７２５－５３－５９５９ 和泉商工会議所 行 

 

「平成 29 年 12 月 13 日 年末調整実務セミナー」受講申込書 

  

事 業 所 名  T E L  

所 在 地  F A X  

受講者氏名 ① ② 

※ご記入いただきました情報は、当所からの各種連絡・情報提供にのみ利用させて頂きます。 


